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「内部統制システム構築に係る基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）及び「会社法施行規則等の一

部を改正する省令」（平成 27年法務省令第６号）が平成 27年５月１日に施行されたことを踏まえ、

平成 27年６月 26日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に係る基本方針」の内容の

一部改定を決議致しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

内部統制システム構築に係る基本方針 

 

（１）【当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制】 
（会社法施行規則第 110条の四第 2項第四号、第五号ニ） 

① 当社及び子会社の取締役及び職員は、その職務の執行について、法令・定款・社

内規定及び企業倫理・社会規範を遵守することを基本とし、その行動規範として企

業行動憲章を定め、これを周知徹底させる。 

② コンプライアンス担当取締役を置き、コンプライアンス担当部署を設置する。 

③ コンプライアンス担当部署は、諸規定の整備、改訂、文書化を行い、取締役及び

職員に対する研修、教育を実施する。 

④ 法令・定款・社内規定上疑義のある行為等について、職員が直接コンプライアン

ス担当部署に対して情報提供を行う手段を構築し、運営する。 
 

（２）【取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制】 
（会社法施行規則第 110条の四第 2項第一号） 

      取締役の重要な意思決定または取締役に対する重要な報告に関しては、その情報を

文書または電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存するものとし、これら

文書等の保存及び廃棄に関する文書保管保存規程を策定する。 
取締役及び監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 



 

 
（３）【当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制】 

（会社法施行規則第 110条の四第 2項第二号、第五号ロ） 

     ① リスク管理を統括する担当取締役を置き、リスク管理統括部署を設置する。リス

ク管理統括部署は、リスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築及び運用を行

うとともに、組織横断的リスク状況の監視及び全社対応を行う。 

     ② 当社の取締役及び各部門の長並びに子会社の取締役は、リスク管理規程に定めら

れた事項並びに各部門及び子会社固有のリスクについて、それぞれの部門のリス

ク管理を行う。 
③ 当社の取締役及び各部門の長並びに子会社担当取締役は、定期的にリスク管理の

状況を取締役会に報告する。 
 

（４）【当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制】 
（会社法施行規則第 110条の四第 2項第三号、第五号ハ） 

① 当社及び子会社の取締役会は、事業計画を定めて会社が達成すべき目標を明確化

するとともに、当社の部門及び子会社ごとの業績目標とその評価方法を明確化し、

部門担当取締役の職務執行が効率的に行われる体制を整備する。 
② 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、当社の重

要な事項については経営会議における合議制により慎重な意思決定を行う。 
 
（５）【当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制】 

（会社法施行規則第 110条の四第 2項第五号） 

     ① 当社のコンプライアンス担当部署は、当社グループ全体のコンプライアンス体制

を適切に構築し、運用する。 

     ② 当社のリスク管理統括部署は、当社グループ全体のリスクの評価及び管理の体制

を適切に構築し、運用する。 

     ③ 各子会社は、リスク管理規程に定められた事項並びに各子会社固有のリスクにつ

いて、それぞれの子会社のリスク管理を行う。 

       各子会社の長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。 

④ 当社及び子会社は、当社が定める企業行動憲章を始め、情報の保存管理、リスク

管理等の諸規程を遵守する。 

⑤ 当社の子会社担当取締役は、当社の月 1回開催される取締役会において、子会社

の事業概況及び財務情報或いは法令等違反・重大なリスク等の報告を行う。 

⑥ 重要な事項に関しては、当社職務権限規程及び子会社に関する関係会社管理規程

に定める稟議申請を行うことにより、業務の適正を確保する。 

⑦ 子会社の調査権に関し選定された監査等委員は、国内子会社の定例取締役会等に

出席し、法令・定款及び業務の適正性を監視する。 
 

（６）【監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項】及び【当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項】並びに【当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事

項】 
（会社法施行規則第 110条の四第 1項第一号、第二号、第三号） 

① 監査等委員会は、内部監査室所属の職員に監査業務に関して必要な命令をするこ

とができる。 

② 監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた職員は、その命令に関して、取

締役及び内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。 



 

 
（７）【当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びこれら

の者から報告を受けた者が監査等委員会へ報告するための体制】並びに【前号の報告を

した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制】 
（会社法施行規則第 110条の四第 1項第四号イ、ロ、第五号） 

① 当社及び子会社の取締役及び職員またはこれらの者から報告を受けた者は、会社

に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあるとき、あるいは

役職員による違法または不正な行為を発見したときは、速やかに監査等委員会に

報告する。 
     ② 監査等委員会に報告・相談を行った取締役及び職員並びの子会社の役職員に対し、

報告・相談を行ったことを理由とする、不利益な取り扱いの禁止を規定化する。 
 

（８）【監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職

務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項】 
   （会社法法施行規則第 110 条の四第 1項第六号） 

監査等委員会の監査に係る費用は予め予算化し、会社規定に準拠し、当社に請求でき

るものとする。また、多額な費用が発生したとき或いはおそれのあるときは、十分な

説明または資料を提供し、請求できるものとする。 
 
（９）【その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制】 

    （会社法施行規則第 110条の四第 1項第七号） 

① 取締役及び職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査が実

効的に行われる環境を整備する。 

② 監査等委員会と代表取締役等との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部

門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 

 

以 上 


